
養殖業成長産業化
提案公募型実証事業
説明会

日時 ： 令 和 3 年 6 月 8 日 1 6 : 0 0 ～

場所 ： ( 一社 ) マ リ ノ フ ォ ー ラ ム ２ １ 会 議 室
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日本と世界における漁船漁業と養殖業の生産量の動向

養殖業成長産業化総合戦略について（令和２年７月水産庁）より
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日本における海面養殖生産の動向

養殖業成長産業化総合戦略について（令和２年７月水産庁）より
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１．事業目的と概要

➢ マーケット・イン型養殖
経営の推進

➢ 国際競争力を備えた養
殖業への転換を促進

➢ 認定養殖業技術開発
計画に基づく技術開
発・実証の取組

➢ 助成金交付

国が進める養殖業成長産業化を実現するため、養殖業における生産性向上
又は収益性向上のための技術開発・実証に取組む養殖業の成長産業化を実
現するための研究開発のテーマに沿った専門的な知識を持つ組織・団体等に
対して、助成金を交付して養殖業技術開発の支援をする事業です。

養殖業の
成長産業
化
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２．事業内容
➢ 支援内容
養殖業成長産業化のために必要な
経費支援
⇒1／2 まで助成 （上限額5,000万円）

➢ 支援対象期間
令和７年３月３１日まで

➢ 事業対象者
A) 民間企業、一般若しくは公益法人、ＮＰＯ法人、
協同組合養殖経営体又は養殖経営グループ

B) 大学及び大学共同利用機関
C) 国立研究開発法人、特殊法人及び認可法人
D) 都道府県、市町村、公立試験研究機関及び地方
独立行政法人
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３．応募資格について

➢ 応募要件
• A～Dに掲げる企業、団体等が
単独で行うもの

• A～Dの全部又は一部で構成され
る共同実施機関（JV）で行うもの

※応募される企業等は法人格を有し
ている必要があります。
※本事業は直接採択方式であり、実
証課題の一部又は全部を受託者が他
の者に再委託することはできません。
ただし、事業を実施するために必要な
調査等を委託することは可能です

➢ 資格要件
代表機関は、以下の全ての要件を満たす必要があります

① 民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研
究開発法人、大学、地方公共団体、NPO法人、協同組
合等の法人格を有し、以下の２つの条件を満たす者で
あること。
・実証を行うための体制を有すること
・知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること

② 日本国内の研究開発拠点及び養殖場等において事業
を実施すること。

③ 応募者が助成を受けようとする実証について、実証課
題の企画・立案及び進行管理を行う能力・体制を有す
るとともに、実証代表者及び経理統括責任者を設置し
ていること。
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４．公募対象の技術開発分野

➢ 対象研究開発分野

① 養殖製品の品質保持・管理に関する技術開発
② 漁場環境モニタリングと活用に関する技術開発
③ スマート水産業の推進に関する技術開発
④ 新魚種・新養殖システムの推進に関する技術開発
⑤ 魚病対策に関する技術開発
⑥ 配合飼料等の水産資材に関する技術開発

➢ 採択要件

• 「事業提案書」を作成し、技術開発部会で認定を受ける。
• 事業開始後、年度毎に必要な報告書類の提出が必要。
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４．公募対象の技術開発分野

① 養殖製品の品質保持・管理に関する技術開発

• 水産加工品に対する品質維持・向上技術の開発
・養殖魚（ブリ・タイ・マグロ）の血合い部分の褐変の発生機構を解明するとともに、褐変防止技術の酸素充
填解凍技術（MAP技術）の実用化
・脱血処理による魚臭の抑制及び品質維持、
・シャーベット状の氷による魚体の損傷軽減かつ急速冷却による高鮮度保持
・解凍時にドリップの出にくい凍結技術による冷凍品の品質向上

• 販路拡大及び国際取引で求められるニーズに対応できる新たな技術開発
・市場が求める製品形態や品質保持期間に合わせた生産・加工・流通システムの開発
・養殖魚の品質評価を簡便・迅速に行う機器の開発も行われています。

・これまで進められてきている養殖製品の品質保持・管理についての技術開発
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② 漁場環境モニタリングと活用に関する技術開発

・養殖漁場周辺の水質や底質などの環境要因のモニタリングを正確かつ迅速に把握する技術開発
・電気的制御による底質環境の改善を可能にする技術開発

• 漁場特性や養殖生産物特性に応じた適正な養殖生産量を推定する手法の開発
• 漁場環境評価の経時把握システムの構築及び環境と調和した持続的な養殖業に資する技術
開発

・IoT、AIなどの情報通信技術（ICT）を活用した取組として、自動給餌システム及び漁場環境の状況をリアル
タイムで共有･把握する自動観測、水中カメラ等の画像から養殖魚の数やサイズ、摂餌状況の確認が可能

• 養殖生産物の生産状況モニターや成長曲線、給餌等コスト表示システムの導入
• 海水温等、赤潮、貝毒及び魚病等の漁海況の状況予測等を表示するシステムの導入
• ICT及びAIを活用した養殖生産管理及びデータ蓄積による改善や消費者ニーズに対応する販
売管理

• IoTを利用した漁場環境変化や有害赤潮発生等の予察情報の迅速な提供による有害赤潮、
貧酸素水塊、水温変化等による被害の軽減

• ICTを活用した漁場環境情報のリアルタイムモニタリングによる環境保全に配慮した養殖生産
の工程管理などに資する技術開発等

③ スマート水産業の推進に関する技術開発
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④ 新魚種・新養殖システムの推進に関する技術開発

• 地域産業の活性化にもつながるような新魚種養殖生産システムの開発
• 陸上養殖及び遠隔自動給餌システムを備えた大規模沖合養殖など生産性の向上
• 気候変動による災害リスクの高まりや労働安全・省力化にも対応した新たな養殖生産システ
ムの開発

• ハタ科魚類（スジアラ、クエ等）などの新規養殖対象魚種に対して飼育技術及び管理の高度
化を進めるためのICTやAIの活用などに関する技術開発

・サケ科魚類の赤血球封入体症候群（EIBS）等の培養できない病原体を原因とする疾病やサケ科魚類の伝
染性造血器壊死症（IHN）等の不活化ワクチンでは対応が難しい疾病への対応としてのDNAワクチンの研究・
開発

• DNAワクチン等の新たな技術を活用したワクチンの研究・開発など、魚病対策に資する技術開
発

⑤魚病対策に関する技術開発
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⑥ 配合飼料等の水産資材に関する技術開発

飼料コストが全体の６、７割を占めるため養殖経営を圧迫
・魚粉に替わる大豆やトウモロコシなどの植物性原料及びチキンミールやフェザーミール、昆虫などの動物
性原料を用いた低コスト配合飼料の開発研究
・養殖魚との相性を踏まえた成長を確保した低コストの配合飼料開発
・養殖魚の嗜好性を踏まえた「食味」も考慮した配合飼料の開発
・細菌によるタンパク合成を魚粉代替タンパクとして活用するための研究開発

• 養殖生産対象種の生物代謝と栄養摂取のメカニズムから、高成長や良い味を実現するた
めの成分・量を特定するメタボローム解析等の新たな解析技術の活用

• 微細藻類やワムシ類などの餌料生物の元種の維持･管理も含めた新たな安定大量培養方
法や栄養強化手法などの天然餌料の効率的な利用

• 性状や物性に配慮した養殖用配合飼料等の水産資材
• 外国産魚粉の代替タンパク源として昆虫その他のタンパク等の利用促進などに関する技術
開発等
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５．手続きの流れ -①
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５．手続きの流れ -②

①事業提案書の作成
事業実施者が事業提案書を作成します。

まずは、「事業提案書」を作成し、技術開発部会の認定を受けることが必
要となります。

事業提案書は、「技術開発部会」で認定を受ける必要があります。
②事業提案書の認定

事業提案書に基づき、１事業期間の事業計画を作成します。助成対象
経費については、養殖業成長案業化提案公募型実証事業公募要領を
参照ください。③事業計画書の作成

④事業計画の申請 ③で作成した事業計画を、技術開発部会へ申請し承認を受けます。



５．手続きの流れ -③

⑤助成金の交付申請

手続き

④が完了したら、助成金の交付時期や金額に関する申請を行います。
なお、助成金の支払は原則として事業終了後の精算払となります。

⑤が完了したら、事業開始となります。
⑥事業の開始

事業実施中に事業内容や事業費が変更となった場合には、所定の様
式により、事業実施主体を通して、水産庁に申請・承認を受けます。⑦事業変更について
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６．事業提案書について

１ 実施体制
（１）実施機関名

＊共同実施機関の場合は共同実施機関名を記入し、その下に代表機関と
構成機関及び役割分担を記入

（２）企業概要
＊各参画機関の概要を記入

（３）実施体制図
＊参画機関の関係、役割分担がわかるように作成

（４）提案者のアピールポイント（実績等）
＊これまでに実績や企業、製品などの特徴のアピール
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２ 養殖業技術開発計画概要
（１）事業名称（実証の分野を目的に沿った適切な名称を）

（２）事業実施場所
（３）事業実施期間
（４）実証分野
（５）実証事業の概要
（６）実証事業の内容と目標等
①実証を行う製品・技術開発の背景と目的
②実証事業を行うことが必要な理由
※技術的な課題の存在、事業効果の検証など、製品・技術開発にあたり実証事業が必要な理由を具体的に記載

③実証事業の内容と目標
※①②を踏まえた実証事業の内容と目標について、図表、写真等を用いて分かりやすく記載。数値目標がある場
合には必ず記載

④実証事業を行うフィールド
※フィールドは【確保済み】、【確保予定】、【未定】の別が分かるように記載。また、【確保予定】、【未定】の場合は、
いつまでに・どうやって確保するのか、見通しを記載。図や写真の添付も。
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（７）実用化・産業化の見込み
※事業化可能性に関し、事業成果の検証・共有の計画、ユーザーや取引先等のニーズ、先進性、採算性（価格、
売上）、市場規模や競合する企業・サービスの分析など事業化に向けた具体的な見通しを記載

（８）スケジュール
※開始から終了までの取組みスケジュール（少なくとも年次計画）を記載。取組み項目と実施主体について簡潔に
記載

※事業の概要を示すポンチ絵を添付してください。(A4版１枚)
※必要に応じて別紙を添付してください。
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３ 経費配分案
（１）経費配分案

※代表機関及び構成機関ごとに作成

（２）共同実施機関（JV）の経費配分案

４ 他の助成金等の申請状況について


